
柏崎刈羽原子力発電所に関する
規制対応について

原 子 力 規 制 庁
令 和 ３ 年 ３ 月
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１. セーフティ（安全性）
〇新規制基準と柏崎刈羽（６，）７号機の審査について

２．セキュリティ（核物質防護）
〇柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護規定違反

について

（参 考） 「適格性」に関する経緯

本日のご説明内容
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(QMS)

○原子力発電所の許認可等に係る法規制体系

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

○技術基準維持義務
(第43条の3の14)

○定期事業者検査
(第43条の3の16第1項)

設置許可段階

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9/ 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項),

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）に基づき、原子力
発電所の安全規制を実施し、各段階で事業者からの申請等に基づき、基準の適合性などを確認。

使用前事業者検査
（第４３条の３の１１）

原
子
力
規
制
検
査

(

第
６
１
条
の
２
の
２)

核物質防護の規制

核物質防護規定の認可
(第４３条の３の２７)

○核物質防護規定遵守義務
(第４３条の３の２７第2項)

セーフティ（安全性）
セキュリティ

（核物質防護）
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１．セーフティ（安全性）

新規制基準と柏崎刈羽（６，）７号機の審査について
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(QMS)

○原子力発電所の許認可等に係る法規制体系

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

○技術基準維持義務
(第43条の3の14)

○定期事業者検査
(第43条の3の16第1項)

設置許可段階

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9/ 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項),

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）に基づき、原子力
発電所の安全規制を実施し、各段階で事業者からの申請等に基づき、基準の適合性などを確認。

使用前事業者検査
（第４３条の３の１１）

原
子
力
規
制
検
査

(

第
６
１
条
の
２
の
２)

核物質防護の規制

核物質防護規定の認可
(第４３条の３の２７)

○核物質防護規定遵守義務
(第４３条の３の２７第2項)

セーフティ（安全性）
セキュリティ

（核物質防護）
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原子力規制委員会

「規制」と「利用」の分離、「規制」の一元化
透明性の高い情報公開
原子力規制の転換
→ これまでの基準を大幅に強化した新規制基準を策定

（２０１３年７月施行）
原子力防災体制の強化

原子力規制庁（事務局）

東京電力福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえ、規制と利用の分
離を徹底し、独立した 「原子力規制委員会」を設置（２０１２年９月発足）。

（１）原子力規制委員会について
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①地震により外部電源喪失
※原子炉停止後の冷却に必要な電源

②津波により所内電源喪失・破損
※外部電源が喪失した場合に必要な電源

※冷却に必要な海水ポンプの破損

海水ポンプ

+15m

使用済
燃料プール

防
波
堤

配
電
盤

蓄
電
池

非
常
用

発
電
機

⑦
水
素
爆
発

津
波
高
さ

③冷却停止

↓
④炉心損傷

↓
⑤水素発生

↓
⑥水素漏えい

（格納容器破損）

（２）福島第一原子力発電所事故における教訓

安全機能の
喪失による
重大事故の

進展

地震・津波と
いう共通原因
により複数の
安全機能が

喪失

福島第一原子力発電所事故では、地震や津波などの共通原因により複数の安全機能
が喪失。
さらに、その後の重大事故（シビアアクシデント）の進展を食い止めることができなかった。

（安全機能）
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福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、重大事故（シビアアクシデント）の発生を防止
するための基準を強化するとともに、万一重大事故やテロが発生した場合に対処するため
の基準を新設。

炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

耐震・耐津波性能

従来の規制基準

重大事故の発生を
防止するための基準

（安全機能を維持し、
重大事故の発生を防止する対策）

電源の信頼性

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

耐震・耐津波性能

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮
（火山・竜巻・森林火災を新設）

火災に対する考慮

格納容器破損防止対策

意図的な航空機衝突への対応

放射性物質の拡散抑制対策

電源の信頼性

新規制基準

強
化

強
化
又
は
新
設

（重
大
事
故
対
策
）

新
設

その他の設備の性能

その他の設備の性能

新
設

共通要因による

安全機能の一斉喪失
を防止

（重大事故発生防止）

万一重大事故が
発生しても対処で
きる設備・手順の
整備

テロや航空機
衝突への対応

（テ
ロ
対
策
）

（３）強化した新規制基準
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原
子
炉
を
確
実
に「
止
め
る
」
対
策

核
燃
料
が
溶
け
る
こ
と
を
防
ぐ
、

「
冷
や
す
」
対
策

放
射
性
物
質
を
格
納
容
器
内
に
、

「
閉
じ
込
め
る
」
対
策

重
大
事
故
の
発
生
を
想
定

放
射
性
物
質
の
拡
散
を
出
来
る

だ
け「
抑
え
る
」
た
め
の
対
策

放
射
性
物
質
の
放
出
を
想
定

従来の要求範囲 新規制基準で新たに要求する対策の範囲

新規制基準では、重大事故（シビアアクシデント）を防止する対策の強化に加え、重大
事故の発生を想定した対策も要求。

それでもなお、敷地外へ放射性物質が放出されるような事態になった場合を考え、さら
なる対策として、放射性物質の拡散をできるだけ「抑える」ための対策を要求。

重
大
事
故
の
発
生
を
防
止

自
然
現
象
や
火
災
等
の
共
通
要
因
に
よ
り

「
止
め
る
」「
冷
や
す
」「
閉
じ
込
め
る
」

が
複
数
失
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
対
策

従
来
よ
り
一
部
強
化

（４）新規制基準で新たに要求した主な対策
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起動

検
査
の
終
了

事
業
者
か
ら
の
申
請

○ 一体的審査の
導入による審査
の効率化

○ 事業者の準備・
対応の状況も審
査の進捗に影響

検査
起動
前

検査
起動
後

設計及び工事計画認可（設工認）
（機器等の詳細設計）

保安規定変更認可
（運用ルール）

設置変更許可
(基本的な設計方針)

新規制基準への適合性確認のためには、原子炉等規制法に基づき、設置変更許可、
設計及び工事計画認可、保安規定変更認可、使用前事業者検査等の手続きが必要。
新規制基準適合性審査では、これら許認可に係る事業者からの申請を同時期に受
け付け、同時並行的に審査を実施。

柏崎刈羽原子力発電所７号炉の新規制基準適合性審査に関する審査（設置変更許
可（平成29年12月）、設計及び工事計画認可（令和2年10月）及び保安規定変更認可
（令和2年10月）は全て終了。現在、使用前事業者検査等の手続きが行われている。

今回

（５）原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制

審
査
の
終
了

前回説明（平成３０年５月）
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（６）原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制

設置変更許可、設計及び工事計画認可、保安規定変更認可について、地震に対する対策
を例に、それぞれの段階で確認している内容を示す。

敷地周辺の断層の調査等に基づき、敷地に大きな影響を与えると予想される
地震を推定し、原子力発電所の設計に用いる地震動（基準地震動）を策定。

基準地震動に対して重要設備が耐震性を有するようにするという基本的な設
計方針を確認。

設置（変更）許可
(基本的な設計方針)

設計及び工事の計画
（機器等の詳細設計）

各設備（建物、土木構築物、機器・配管）の基準地震動に対する耐震性の計算
結果を１つ１つ確認し、基準値に収まっていることを確認。

保安規定
（運用ルール）

地震発生時の原子炉停止等の必要な措置に関する事項が定められていること
を確認。
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（７）柏崎刈羽原子力発電所７号炉の審査の経緯

※審査書等の全文は原子力規制委員会ホームページに掲載しています。
設置変更許可：https://www.nsr.go.jp/data/000214696.pdf
設計及び工事計画認可：https://www.nsr.go.jp/data/000331348.pdf 
保安規定変更認可：https://www.nsr.go.jp/data/000333124.pdf

平成25年 7月 8日：新規制基準施行
平成25年 9月27日：東京電力が設置変更許可申請書、工事計画及び保安規定の変更申請

書を提出
平成25年11月21日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）

※163回の審査会合と5回の現地調査等を実施
※760回のヒアリングを実施

平成29年12月27日：審査書を原子力規制委員会で了承し、設置変更許可

平成30年12月13日：東京電力が設置変更許可を踏まえた工事計画の補正を提出
令和元年 9月10日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）

※14回の審査会合と1回の現地調査等を実施
※315回のヒアリングを実施

令和 2年 3月30日：東京電力が設置変更許可を踏まえた保安規定の補正を提出
令和 2年 4月21日～ 審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）

※6回の審査会合を実施
※36回のヒアリングを実施

審査に当たって原子力規制委員会で3回の議論を実施

令和 2年10月14日：設計及び工事の計画の認可

令和 2年10月30日：保安規定の変更認可
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安全対策工事における一部未完了について
〇原子力規制庁の検査担当部門は、令和３年１月２７日に東京電力から「工事の実施漏れが確認さ
れたので本日プレスリリースする」旨の情報提供を受けました。事業者の工事の進捗（完了、一部
未完了等）とその公表については、原子炉等規制法の規制対象ではないことから、本件について原
子力規制委員会が何らかの対応をとることはありません。

〇なお、原子炉等規制法に基づき設計及び工事の計画の認可・届出が行われた工事については、事
業者は、使用前事業者検査を実施し、その結果について、認可・届出対象の施設・設備の供用開始
前に原子力規制委員会の使用前確認を受ける必要があります。

〇柏崎刈羽原子力発電所７号機については、東京電力から使用前確認の申請を受け、原子力規制委
員会が使用前確認を逐次実施している状況であり、本件に係る設備についても、今後、東京電力
が使用前事業者検査を実施した後、原子力規制委員会がその結果を確認することになります。

東京電力における申請案件の取扱いについて
〇申請に係る内容が（ⅰ）施設の保全ないし管理のための措置の範囲内にとどまり、かつ、施設の安
全性や核物質防護の維持又は向上に資するものであること、及び（ⅱ）原子炉起動の準備には当た
らないと考えられること、の双方に該当する場合には、所要の審査又は検査の手続を進めること
としました（3月17日原子力規制委員会）。

〇７号機の燃料装荷のために必要となる、原子力規制委員会による原子炉本体の試験使用承認に
関する手続は、上記考え方を踏まえ、当分の間保留することとしました。
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２．セキュリティ（核物質防護）
柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護規定違反について
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(QMS)

○原子力発電所の許認可等に係る法規制体系

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

○技術基準維持義務
(第43条の3の14)

○定期事業者検査
(第43条の3の16第1項)

設置許可段階

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9/ 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項),

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）に基づき、原子力
発電所の安全規制を実施し、各段階で事業者からの申請等に基づき、基準の適合性などを確認。

使用前事業者検査
（第４３条の３の１１）

原
子
力
規
制
検
査

(

第
６
１
条
の
２
の
２)

核物質防護の規制

核物質防護規定の認可
(第４３条の３の２７)

○核物質防護規定遵守義務
(第４３条の３の２７第2項)

セーフティ（安全性）
セキュリティ

（核物質防護）
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核セキュリティ対策のイメージ（外部脅威）
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ＩＤカードの不正使用について

〇原子力規制庁は、令和２年９月２１日に東京電力から「９月２０日に同社社員が他人のＩ
Ｄカードを不正に使用して防護区域内にある中央制御室まで入域した事案が発生し
た」旨の報告を受け、再発防止の指導とともに原子力規制検査による事実確認を行い
ました。（概要は17, 18ページ参照）

〇その後、令和３年１月１９日に原子力規制庁から原子力規制委員会委員長に対して口
頭で事案の概要を報告し、１月２６日開催の第５１回原子力規制委員会臨時会議におい
て原子力規制委員会に対して口頭で報告を行いました。

〇原子力規制委員会は、２月８日開催の第５４回原子力規制委員会臨時会議において、
本事案は核物質防護規定に違反するものとの観点で、暫定評価（重要度「白」：規制関
与の下で改善を図るべき水準）を了承し、同日、東京電力に通知しました。その後、東京
電力から暫定評価について異論がなかったことから、評価が確定しました。

〇２月９日開催の第５５回原子力規制委員会臨時会議において、原子力規制委員会は、
東京電力に対し、「根本的な原因分析を伴う改善措置活動の計画及びその実施結果に
ついて令和３年３月１０日までに報告」するよう通知することを決定しました。

〇引き続き、東京電力の報告内容を踏まえ、追加検査を実施します。検査による確認結
果を踏まえ、さらなる規制上の対応の要否について検討することとなります。

事案１



17

ＩＤカードの不正使用の事案概要 ①

〇東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所の発電所社員Ａ（中央制御室勤務
員）（以下、「社員Ａ」という。）は、同人の出勤日であった令和２年９月20日（日）朝、社
員専用の更衣室内で、自己の個人ロッカーに保管していたＩＤカードが見つからなかっ
たにもかかわらず、防護管理グループ等への紛失の報告をせず、ＩＤカードの無効化措
置の機会を喪失させた。

〇さらに、社員Ａは、発電所社員Ｂ（中央制御室勤務員）(以下、「社員Ｂ」という。) が同日
は勤務日でないことを知っており、同人が個人ロッカーを無施錠にしていてＩＤカード
管理が不徹底だったため、無断で同人のロッカーから社員ＢのＩＤカードを持ち出した。

〇社員Ａは、周辺防護区域出入口での委託警備員からの氏名確認に対し、社員Ｂの氏名
を申告した。委託警備員は社員Ａの申告に対し、ＩＤカードと社員Ａの顔を複数回見比べ、
疑念を抱きつつも、周辺防護区域への入域を許可した。

〇防護区域出入口では、認証が複数回エラーとなり、社員警備員（以下、「防護直員Ｃ」と
いう。）が、エラー警報を受信した。防護直員Ｃは、モニター越しに、登録顔写真を見比
べるなどし、相違に疑念を抱いたものの、それ以上の身分確認をせず、周辺防護区域
側の出入口扉を開いた（この時点で、Ｃは当該人物が社員Ｂであると認識した。）。
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ＩＤカードの不正使用の事案概要 ②

〇さらに、防護直員Ｃは、出入管理業務に関する管理的地位にないのに、防護管理グ
ループの管理的地位にある者の指示を仰ぐことなく、自らの判断で、社員Ｂを名乗る社
員Ａの識別情報の登録の必要性を認める判断をした。具体的には、防護直員Ｃは、委託
警備員に対し、社員Ｂを名乗る社員Ａの識別情報を社員ＢのＩＤカードに登録するよう
指示し、その指示通りに行われた。なお、当時、柏崎刈羽原子力発電所には、識別情報
エラー発生に伴う登録に関する規定はなかった。

〇防護直員Ｃの指示通り、委託警備員が社員Ａの識別情報を登録し、社員Ａは、社員Ｂの
ＩＤカードを使用して周辺防護区域出入口扉を通過した。その過程で、社員Ａの顔に見
覚えのあった別の委託警備員が違和感から声を掛けたが、社員Ａは社員Ｂの氏名を名
乗った。

〇これら一連の不正により、社員Ａは防護区域にある中央制御室まで入域するに至った。

〇社員Ａは勤務が終了した同日の夜、社員専用の更衣室内の同人の個人ロッカーの奥に
落ちていた自己のＩＤカードを発見した。社員ＢのＩＤカードは社員Ｂのロッカーに戻し
た。９月21日朝、社員Ｂが勤務のため防護区域に入域しようとしたところ、ＩＤカードが
エラーとなった。前日の社員ＢのＩＤカードの不具合を担当した防護直員Ｃが、一日後の
再発生を不審に思い、社員Ｂから事情聴取し、社員Ａの一連の行為が発覚するに至った。
同日（9月21日）、柏崎刈羽原子力発電所防護管理グループは、原子力規制庁（本庁核
セキュリティ部門）に報告した。
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IDカード不正使用事案を踏まえた運用改善について

【本事案の時系列】
令和２年９月２０日 ＩＤカード不正使用
令和２年９月２１日 東京電力から規制庁に連絡

令和３年１月１９日 委員長に口頭で報告
１月２６日 臨時委員会にて口頭で報告
２月 ８日 臨時委員会にて議論（本事案の規制上の評価）
２月 ９日 臨時委員会にて議論（本事案の規制上の対応）
２月１０日 委員会にて議論（原子力規制検査の指摘事項

の報告のあり方）
３月１０日 東京電力から報告書を受領

〇本事案に対する原子力規制庁の反省点として、委員への報告が遅れたことがあり
ます。

〇今後、原子力規制検査全般について、検査指摘事項（緑レベル）に該当する可能
性のある事案や、判断に迷う場合には、速やかに委員長、委員への報告を行うよう
に運用を改善します。この運用を検査の規程類で明確にします（２月１０日の原子
力規制委員会にて報告しました）。

〇原子力規制検査の運用をはじめ、今後とも継続的な改善に努めてまいります。



20

核物質防護設備の機能の一部喪失事案について

令和３年３月１６日、原子力規制委員会は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護設
備の機能の一部喪失事案の検査指摘事項について、以下のとおり、暫定評価を行いました。

１．事案の概要（次頁参照）

２．暫定評価結果

重要度は「赤」 、深刻度は「ＳＬⅠ」

対応区分は第２区分から第４区分に変更
（※１）重要度：事業者の核物質防護活動の劣化の程度を４段階（赤、黄、白、緑）で評価。

・「赤」が最も劣化の程度が大きい。核物質防護機能又は性能への影響が大きい水準。

（※２）ＳＬ（Severity Level）：違反の深刻度を４段階（ＳＬⅠからⅣ）で評価。
・「ＳＬⅠ」が最も深刻であり、核物質防護上重大な事態になり得たもの。

（※３）対応区分：施設における活動の劣化状態に応じて５段階（第１から第５区分）で評価。
・「第４区分」は、劣化の状態が２番目に深刻な状態。

３．現状と今後の予定
東京電力に対して暫定的な重要度の評価結果を通知（３月１６日）。東京電力からの意見陳述要

望又は文書による意見の表明がなかったため、上記の重要度・深刻度の評価結果及び対応区分が
確定しました。

これを受け、東京電力に対し確定した評価結果を通知（３月２３日）。併せて６ヶ月以内（期限：９
月２３日）に改善措置活動の計画の報告を求めています。今後、対応区分に従った追加検査を実施
する予定です。

また、東京電力に対し、是正措置命令を発出することとし、改善の効果が認められるまでは、特
定核燃料物質の移動（燃料装荷等）を禁ずる方針です。

事案２
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核物質防護設備の機能の一部喪失事案の概要

○東京電力柏崎刈羽原子力発電所では、核物質防護設備の機能の一部が喪失し、実効性があ
る代替措置を講じていなかったことから、令和２年３月以降、複数ヶ所において不正な侵入
を検知できない可能性がある状態となっていた。

○柏崎刈羽原子力発電所では、組織として核物質防護設備の復旧の必要性を認識していた
にもかかわらず、復旧に長期間を要していた。また、東京電力の社員警備員は、代替措置に
実効性がないことを認識していたにもかかわらず、改善していなかった。結果として、不正
な侵入を検知できない可能性がある状態が３０日を超えている箇所が複数あった。

○これら箇所の核物質防護設備は復旧済みである。また、当該箇所における不正な侵入の発
生は確認されていない。また、原子力規制庁からの指示により、新たに核物質防護設備の機
能喪失が発生した場合には、実効性がある代替措置が取られる体制になっている。

○なお、平成３０年１月から令和２年３月までの間においても、柏崎刈羽原子力発電所の核物
質防護設備の機能の一部喪失が複数箇所で発生し、復旧に長期間を要していた。

○以上のとおり、柏崎刈羽原子力発電所は、組織的な管理機能が低下しており、防護措置の
有効性を長期にわたり適切に把握しておらず、核物質防護上、重大な事態になり得る状況に
あった。
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令和３年
１月２７日

東京電力から原子力規制庁に、核物質防護設備の機能が喪失し、代替措置を実施していると
の報告。

原子力規制庁は、代替措置の実効性を確認するとともに、東京電力に、他の核物質防護設備に
ついて機能喪失しているものがないか、報告するよう指示。

２月１５日 東京電力から原子力規制庁に、さらに複数の核物質防護設備の機能喪失が発生し、代替措置
を講じていること及び設備の復旧見通しを報告。

２月１７日 原子力規制庁から原子力規制委員長・委員に、上記内容及び代替措置の実効性が確認できな
いことを報告。

２月１８日 原子力規制委員会（臨時会合）：事案概要の報告。

２月２１日、２４日～２６日

柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査

３月１日 原子力規制委員会（臨時会合）：検査結果の報告

３月３日及び４日

柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査

３月４日 原子力規制委員会（臨時会合）：今後の評価の進め方について審議。

３月９日 原子力規制庁がＳＥＲＰ予備会合を開催し、重要度及び深刻度を評価（暫定評価案）。

３月１６日 原子力規制委員会（臨時会合）：３月９日実施のＳＥＲＰ予備会合の暫定評価案を審議。

３月２４日 原子力規制委員会：規制措置の必要性について審議(是正措置命令を発出することとし、改善
の効果が認められるまでは、特定核燃料物質の移動を禁ずる方針を了承。）

核物質防護設備の機能の一部喪失事案の主な経緯
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新たな検査制度の流れ ①

結果の通知・公表

原子力規制検査

強制措置

① 検査における気付き事項
② 安全実績の指標

検査における気付き事項等
について、その重要度を評価

（例えば、実用炉の場合、重要度に応じて赤、黄、白
、緑、軽微で分類）

事業者の保安活動
の実施・改善

↓
更なる安全性向上

指導等

規制による
対応措置

評定結果に基づき次年
度の監視の程度を設定

プラントごとに
総合的な評定を実施

検査官が「フリーアクセス」を活用し、事業者の活動全般を監視し、
そのパフォーマンスを評価する。

法令違反や検査忌避
の発見

参考
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重要度評価
の区分

セキュリティ

評価
（数値）

（参考）
定性的な程度

規制上の取扱い

赤 26＋
核物質防護の機能・性能への影響が
大きい水準

規制関与あり

総合的な評定の判断要素
として考慮し、次回以降の
検査の実施規模に反映黄 16－25

核物質防護の機能・性能への影響が
あり、裕度の低下が大きい水準

白 7－15
核物質防護の機能・性能への影響が
あり、裕度の低下は小さいものの、規
制関与の下で改善を図るべき水準

緑 0－6

核物質防護の機能・性能への影響が
あるが、限定的かつ極めて小さなもの
であり、事業者の改善措置活動によ
り改善が見込める水準

規制関与なし

事業者の改善措置活動
（ＣＡＰ）により対処

○「検査における気付き事項」及び「核物質防護の水準に係る実績の指標」の
重要度を評価し、「赤」、「黄」、「白」、「緑」の４段階の色で表現

○保安規定に関する検査においては、下表の「核物質防護」を「安全確保」に置
き換えて重要度を評価。

新たな検査制度の流れ ② 参考
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「原子力発電所を設置・運転する適格性」
との関係について

＜セーフティ（安全性）＞
○原子力規制委員会は、平成29年12月27日に柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の新規
制基準適合性に係る設置変更許可を行うに当たり、技術的能力の審査の一環として
「適格性」に関する確認を行い、東京電力が原子炉を設置し、その運転を適確に遂
行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断しました。

〇その上で、設置変更許可時に東京電力が確約した取組が、保安規定に反映されて
いることを確認し、令和2年10月30日に同規定の変更を認可しました。

＜セキュリティ（核物質防護）＞
〇一方、今回の一連の事案は核物質防護規定に違反するものです。令和2年4月の原
子力規制検査の開始以降、核物質防護規定に違反するおそれのある個別事案につい
ては、原子力規制検査の枠組みのもとでの事案の評価に基づき、追加検査等の規制
上の対応をとることとしています。

〇今後とも、原子力規制検査の枠組みを活用し、厳正に対処してまいります。
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（参考）「適格性」に関する経緯

（セーフティ（安全性））
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柏崎刈羽原子力発電所の設置変更許可の申請者である東京電
力が福島第一原子力発電所事故を起こした当事者であることを踏
まえ、東京電力が原子力発電所を設置・運転する適格性を有する
かどうかにつき確認することとしたもの。

この確認は原子炉等規制法に定める許可の基準のうち、発電用
原子炉を設置するために必要な技術的能力、運転を適確に遂行
するに足りる技術的能力に係る審査の一環として行ったもの。

【許可】「適格性」の確認を行うに至った経緯
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経営責任者からの意見聴取

柏崎刈羽原子力発電所における安全確保に関する事業者への意識調査

平成２９年７月１０日 原子力発電事業に取り組む姿勢について東京電力経営層と意見交換を実施

平成２９年８月３０日 基本的考え方に対する回答について東京電力経営層と意見交換を実施

平成２９年７月２７，２８日 柏崎刈羽原子力発電所において安全確保に関する意識調査を実施

田中前委員長と伴委員が柏崎刈羽原子力発電所を訪れ、同発電所所長、ユニット所長、原子炉主任技術者、現場職
員、協力企業社員から安全確保に関する考え方等について聞き取り

規制委員会より７つの基本的考え方を示し、文書による回答を求めた。

東京電力による回答文書及び当日の議論での約束は、規制委員会に対するだけでなく国民に対する約束でもあること、
組織として引き継がれるものであり東京電力の将来を拘束するものであること、また、回答文書は設置変更許可申請
書と同レベルの文書として扱われるものであること等を確認した。

平成２９年８月２５日 基本的考え方に対する回答を東京電力から受領

【許可】「適格性」確認の経緯
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東京電力の主体性の確保

将来にわたる履行の確保

平成２９年９月２０日、小早川東京電力社長を原子力規制委員会の場に呼び、回答文書等により約
束した今後の取組を保安規定に明記する意向を確認した。

規制委員会は、今後、東京電力により提出される保安規定変更認可申請書の審査及び履行の監督
を通じて、同取組の履行を確保していく。

東京電力については、現在、他の電力事業者には見られない国による種々の指導・監督が行われ
ており、東京電力が回答文書等により確約した今後の取組が将来にわたり確実に実行されるものと
認めるためには、かかる国の指導・監督が東京電力の主体性を損なうものではなく、むしろその取
組に資するものであることが必要である。

平成２９年１０月２４日 経済産業大臣から「電気事業を所管し、及び原子力損害賠償・廃炉等支援
機構法を所管する立場として、東京電力ホールディングス株式会社が貴委員会に提出した書面及
び表明した取組方針に関する見解の内容について異論はなく、同社がこれらをしっかりと遵守してい
くよう、適切に監督・指導していく所存である。」との回答があった。

そこで、平成２９年１０月４日 原子力規制委員会は、電気事業を所管し、及び原子力損害賠償・廃
炉等支援機構法を所管する経済産業大臣に対し、東京電力の回答文書及び見解の内容に異論は
なく、かつ、同社がこれらを遵守するよう監督・指導する意向であるかにつき意見を求めた。

東京電力は、回答文書等において確約した取組について、設置変更許可申請書記載事項と同等の
位置付けのものであると表明しているが、これら取組が将来にわたり確実に実行されることを担保す
るためには、これら取組の原子炉等規制法上の位置付けを明確にしておく必要がある。

【許可】確認した内容
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以上の確認の結果、平成２９年１２月２７日、原子力規制委
員会は、申請者である東京電力に、柏崎刈羽原子力発電
所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置
し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がない
とする理由はないと判断。

【許可】原子力規制委員会の結論
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基本的考え方

1. 福島第一原子力発電所の廃炉を主体的に取り組み、やりきる覚悟と実績を示すこと
ができない事業者に、柏崎刈羽原子力発電所の運転をする資格は無い。

2. 福島第一原子力発電所の廃炉に多額を要する中で、柏崎刈羽原子力発電所に対
する事業者責任を全うできる見込みが無いと、柏崎刈羽原子力発電所の運転を再開
することはできない。

3. 原子力事業については、経済性よりも安全性追求を優先しなくてはならない。

4. 不確実・未確定な段階でも、リスクに対する取り組みを実施しなくてはならない。

5. 規制基準の遵守は最低限の要求でしか無く、事業者自らが原子力施設のさらなる安
全性向上に取り組まなくてはならない。

6. 原子力事業に関する責任の所在の変更を意味する体制変更を予定しているのであ
れば、変更後の体制のもとで柏崎刈羽原子力発電所について再申請するべき。

7. 社内の関係部門の異なる意見や知見が、一元的に把握され、原子力施設の安全性
向上に的確に反映されなければならない。

（平成２９年７月１０日原子力規制委員会資料）

【許可】参考①：原子力規制委員会が示した基本的考え方
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【許可】参考②：原子力規制委員会に対する東京電力の回答文書
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